
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認 知 症 

お れ ん じ 

認知症により、万が一事故をしてしまったときに備える保険です 

 

〈補償の内容〉 
 

賠償責任保険 上限１億円（国内外） 

 

〈対象者とご利用までの流れ〉 
 

裏面のとおり 

補償される事故の例 

加 入 の ご 案 内 

瀬 戸 市 

誤
っ
て
路
線
に
入
り
、 

電
車
な
ど
を 

止
め
て
し
ま
っ
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他
人
に
け
が
を 

負
わ
せ
て
し
ま
っ
た 

お
店
の
商
品
等
を 

誤
っ
て
落
と
し
、 

壊
し
て
し
ま
っ
た 

保 険 事 業 

登録費 

無料 

※ 補償の対象となるかは、 

事故後の保険会社の調査をもとに決まります 



 

お問い合わせ先 

瀬戸市役所 高齢者福祉課 地域支援係 
〒 489-8701 瀬戸市追分町 64番地の 1 

TEL 0561－88－2626 FAX 0561－88－2633 

ご利用までの流れ 

１   瀬戸市 高齢者福祉課に申請書類をご提出ください。 

 
申請書類は、窓口またはホームページから入手することができます。 

２    内容を確認し、加入決定のご案内を送付します。 

 

同時に、保険会社にも市から連絡します。 

加入申請結果通知書に記載のある日から保険が適用となります。 

４        変更や廃止が生じた場合 

 

加入者の情報が変更または本事業の対象外となった場合、 

すみやかに瀬戸市 高齢者福祉課にお申し出ください。 

３         事故が発生した場合 

 

万が一事故が発生した場合、 

すみやかに保険会社にお申し出ください。（詳細は加入時にご案内いたします。） 

対 象 者 

瀬戸市に住所があり、在宅で生活している方で、以下のすべてに該当されて

いる方 

□ 認知症により、ひとり歩きをする恐れがある 

（医師からの診断書（自己負担）または、介護認定を受けている場合は

介護認定調査情報により確認します） 

□ 「瀬戸市おかえりサポート事業」に登録している 

※市内に住所があり、在宅で生活している方で、ひとり歩きにより行方不明

になるおそれがある方が登録いただけます  

認知症に関する取組は

こちらからご確認ください 


